
14 
「富士見市指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員及び指定地域密着 

型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する 

条例の制定」について 
 

 

１ 制定の経緯                           

 平成３０年３月２２日に公布された「介護保険法施行規則等の一部を改正する等の 

省令（平成３０年厚生労働省令第３０号）」により、指定地域密着型サービス事業者 

の指定に関する基準の一部が改正されたことに伴い、標記条例に改正が必要となった 

もの。  

 

２ 制定内容                            

○地域密着型サービスのうち、複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）にお

いて、法人だけでなく「病床を有する診療所を開設している者」も事業所として指

定を受けることができるようになった旨を規定。（第３条第１項）



 富士見市指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員及び指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

（平成２４年条例第２８号）新旧対照表 

新 旧 

（指定地域密着型サービス事業者等の資格） （指定地域密着型サービス事業者等の資格） 

第３条 法第７８条の２第４項第１号に規定する条例で定める者は、法

人又は病床を有する診療所を開設している者（複合型サービス（看護

小規模多機能型居宅介護に限る）に係る指定の申請を行う場合に限

る。）とする。 

２ 法第７９条第２項第１号、法第１１５条の１２第２項第１号及び法

第１１５条の２２第２項第１号に規定する条例で定める者は、法人と

する。 

第３条 法第７８条の２第４項第１号、法第７９条第２項第１号、法第

１１５条の１２第２項第１号及び法第１１５条の２２第２項第１号に

規定する条例で定める者は、法人とする。 

 


